
   三種町じゅんさい圃場整備事業補助金交付要綱（改正溶け込み） 

平成２５年５月１７日 

告示第３８号 

改正 平成２８年４月 １日 

告示第３０号 

改正 令和３年４月 １日 

告示第２４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本町におけるじゅんさい生産の維持、拡大を図るため、

じゅんさい圃場の整備に要する経費を、予算の範囲内において助成する三種

町じゅんさい圃場整備事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象） 

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

三種町内の農業者が、町内及び町隣接地においてじゅんさい生産の開始、又

は維持、拡大を図るために行う次の事業とする。 

(１) じゅんさい圃場の拡大及び新設事業 

(２) じゅんさい圃場の再生又は再生を伴う補修及び改良事業 

２ 補助対象事業は、事業実施農業者の直営を原則とする。ただし、工法によ

り直営が困難と認められる場合は、請負とすることができる。 

３ 補助対象事業費には、事業実施農業者（家族、従業員を含む。）の労務費

及び関連施設用地として堤体、駐車場等に要した経費を算入することができ

るものとする。この場合において、労務費は、１労働日当たり８時間以内と

し、労務単価は秋田県の公共工事設計労務単価に０．５を乗じて算出するも

のとする。 

（補助額） 

第３条 補助金の額は、次の各号により算出した額とし、当該額に 1,000 円未

満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

(１) じゅんさい圃場の拡大及び新設事業 補助対象事業費に３分の１を乗

じた額以内。ただし、補助対象事業に係る農地１０アール当たりの上限額

は３０万円とする。 



(２) じゅんさい圃場の再生又は再生を伴う補修及び改良事業 補助対象事

業費に３分の１を乗じた額以内。ただし、補助対象事業に係る農地１０ア

ール当たりの上限額は１５万円とする。 

２ 補助金の額は、１農業者年間１００万円を限度とする。 

 （事業計画の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、じゅんさい圃場整備実施計画承

認申請書（様式第１号）を町長に提出するものとする。 

（事業計画の承認） 

第５条 町長は、前条の承認申請書を受領した場合は、事業の必要性、効果等

を審査の上、承認・不承認を決定し、じゅんさい圃場整備実施計画承認（不

承認）通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（整備実績の報告） 

第６条 前条の承認を受けた申請者は、事業完了後３０日以内に、じゅんさい

圃場整備実績報告書（様式第３号）に収支実績書（様式第４号）及び経費の

領収書類の写しを添付し、報告するものとする。 

２ 補助対象事業費に労務費（雇用を含む。）が含まれる場合は、前項の書類

に作業日報（様式第５号）を添付するものとする。 

 （補助金の交付決定等） 

第７条 町長は、前条の報告書類により補助金の交付の可否を決定したときは、

じゅんさい圃場整備補助金交付（不交付）決定通知書（様式第６号）により

申請者に通知するものとする。 

２ 町は、前項の交付決定を受けた者からの請求（様式第７号「補助金請求書」

による。）に基づき、当該年度内に補助金を交付するものとする。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年５月１７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２５年４月１日から平成２５年５月３１日までに実施した対象事業に

ついては、第４条及び第５条の「計画」は「実績」に、また、第６条の「３

０日」は「９０日」に読み替えるものとする。 
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   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、令和３年度以降の補助金について適用し、令

和２年度までの補助金については、なお従前の例による。 

  



様式第１号 （第４条関係）  

 

じゅんさい圃場整備実施計画承認申請書 

 

  年  月  日  

 

（あて先）三種町長 様 

 

申請人                       

住所又は所在地                  

 

氏名又は名称                 印 

 

三種町じゅんさい圃場整備事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、次の

とおり申請します。 

補助年度 

    年度 

対象事業名 

じゅんさい圃場の           

対象事業地の所在 

三種町                    

対象事業地の整備前の地目及び面積 

        現況地目        面積        ㎡ 

対象事業の目的及び内容 

 

   

期待される事業効果 

 

  

補助事業着手年月日（予定） 

    年   月   日 

補助事業完了年月日（予定） 

    年   月   日 

添付書類 

    ・位置図 

    ・施工計画図 

担当課所見（申請人において記入しないこと。） 
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様式第２号（第５条関係） 

 

じゅんさい圃場整備実施計画承認（不承認）通知書 

 

番     号  

年  月  日  

（あて先） 

住所又は所在地                   

 

氏名又は名称                    

 

三種町長     印  

 

 

年  月  日付けで申請ありましたじゅんさい圃場整備実施計画承認

申請について、審査結果を次のとおり通知します。 

計画の補助年度 

 

       年度 

計画の対象事業名 

 

じゅんさい圃場の           

対象事業地の所在 

 

三種町                    

事業計画内容 

 

 

計画に対する町の審査結果 

 

     ・承認する   ・承認しない（事由：         ） 

 

  



様式第３号（第６条関係） 

 

じゅんさい圃場整備実績報告書 

 

  年  月  日  

 

（あて先）三種町長 様 

 

申請人                      

住所又は所在地                   

 

氏名又は名称                  印 

 

三種町じゅんさい圃場整備事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、次の

とおり報告します。 

補助年度 

    年度 

対象事業名 

じゅんさい圃場の           

対象事業地の所在 

三種町                     

対象事業の目的及び内容 

 

対象事業地の総面積 

        ㎡ 

対象事業地の水張り面積 

        ㎡ 

担当課所見（申請人にお

いて記入しないこと。） 

 

対象事業完了年月日 

        年   月   日 

補助対象事業費（総額） 

                円  

補助対象事業費のうち労務費 

              円 

補助対象事業費のうち労務費以外 

               円 

添付書類 

    ・領収書写し 

    ・作業日報（対象事業費に労務費が含まれる場合） 

    ・施工写真 

  



様式第４号（第６条関係） 

 

収 支 実 績 書 

 

収入の部 

（単位：円） 

区  分 収入済額 摘 要 

自己資金   

借入資金   

   

合 計   

 

 

支出の部 

（単位：円） 

区  分 支出済額 摘 要 

リース料   

委託料   

資材購入費   

労務費   

請負費   

   

合 計   

 

  



様式第５号（第６条関係） 

じゅんさい圃場整備作業日報 

事業者名：                          

圃 場 名：                          

１．実施年月日 

年 月 日  作業時間  

 

２．実施内容 

施設／箇所  従事人数  

作業内容・ 

使用機械等 

 

 

３．作業記事 

 

 

４．写真 

  

 

５．従事者名簿 

氏   名 職   種 

  

  

  



様式第６号（第７条関係） 

 

指令記号及び番号  

年 月 日  

（あて先） 

住所又は所在地                   

 

氏名又は名称                    

 

三種町長      印  

 

 

じゅんさい圃場整備補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

三種町じゅんさい圃場整備事業補助金を次のとおり決定したので通知する。

なお、補助金の請求は本通知受領後１４日以内に様式７号により農林課に提出

すること、また、疑義がある場合は受領後５日以内に、その旨を農林課に申し

出ることを要する。 

補助年度 

    年度 

対象事業名 

じゅんさい圃場の           

対象事業地の所在 

三種町                     

補助金の交付決定額 

  

                円  

決定した補助金の算定方法（不交付の理由） 

 

 

認定した水張り面積 

 

               ㎡ 

認定した拡大・新設面積 

 

          ㎡ 

備 考 

 



様式第７号（第７条関係）  

 

補 助 金 請 求 書 

 

  年  月  日  

 

（あて先）三種町長 様 

 

 

申請人                       

住所又は所在地                   

 

氏名又は名称                  印 

 

三種町じゅんさい圃場整備事業補助金交付要綱第７条第２項の規定に基づき、次

のとおり補助金を請求します。 

 

 

１．補助金名称 

じゅんさい圃場整備事業補助金 

  （対象事業名：じゅんさい圃場の           ） 

 

２．交付決定日     年  月  日 

 

３．指令番号      指令第   号 

 

４．補助金請求額 

金            円 

 

５．補助金振込先 

金融機関名 支店名 預金種別 

      銀行 

      信用金庫 

      農協 

       支店 

       支所 

１ 普通・総合 

２ 当座 

口座番号 口座名義 

       フリガナ 

氏 名 
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